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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連結アセンブリであって、当該連結アセンブリは、
　第１のレール及び第２のレールを含むスライドレールアセンブリであって、該第２のレ
ールは該第１のレールに対して変位可能である、スライドレールアセンブリと、
　ケーブル管理装置と、
　を含み、
　前記ケーブル管理装置は、
　　第１のケーブル管理アームと、
　　前記第１のケーブル管理アームに対して枢結される第２のケーブル管理アームと、
　　前記第１のケーブル管理アームに対して枢結される第１の部品と、
　　前記第１の部品に対して変位可能な第２の部品と、
　　前記第１の部品及び前記第２の部品のうちの一方に配置される第１の係合部材と、
　を含み、
　前記第１の係合部材は前記第１の部品及び前記第２の部品のうちの他方と係合し、それ
により前記第２の部品を前記第１の部品に対して第１の位置及び第２の位置のうちの一方
で維持するように構成され、
　前記第１の部品は第１のガイド部を含み、前記第２の部品は第１の突起を備え、前記第
２の部品を前記第１の部品に対して限られた範囲で変位できるようにするために該第１の
突起は該第１のガイド部の一部に位置し、前記第１のガイド部はスロット又は細長い溝で
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あり、前記第１の位置及び前記第２の位置は前記限られた範囲の両端に対応する、連結ア
センブリ。
【請求項２】
　前記第１の部品及び前記第２の部品は通路を通じて互いに対して取り付けられ、
　前記第１の係合部材は前記第１の部品に配置され、前記第１の係合部材は第１の弾性ア
ームと、該第１の弾性アームに配置される第１の係合部とを含み、該第１の係合部は前記
第２の部品の第１の部分及び第２の部分のいずれかと係合するように構成され、
　前記ケーブル管理装置は、前記第２の部品に対して枢結される第１の連結部材を含み、
該第１の連結部材は前記ケーブル管理装置を前記第１のレールに取り付けるように構成さ
れている、請求項１に記載の連結アセンブリ。
【請求項３】
　前記ケーブル管理装置は、
　　前記第２のケーブル管理アームに対して枢結される第３の部品と、
　　前記第３の部品に対して変位可能な第４の部品と、
　　前記第３の部品及び前記第４の部品のうちの一方に配置される第２の係合部材と、
　をさらに含み、
　前記第２の係合部材は前記第３の部品及び前記第４の部品のうちの他方と係合し、それ
により前記第４の部品を前記第３の部品に対して複数の異なる位置のうちの１つで維持す
るように構成されている、請求項１に記載の連結アセンブリ。
【請求項４】
　前記第３の部品は第２のガイド部を含み、前記第４の部品は第２の突起を備え、前記第
４の部品を前記第３の部品に対して限られた範囲で変位できるようにするために該第２の
突起は該第２のガイド部の一部に位置し、
　前記第２のガイド部はスロット又は細長い溝であり、
　前記第３の部品及び前記第４の部品は通路を通じて互いに対して取り付けられ、
　前記第２の係合部材は前記第３の部品に配置され、前記第２の係合部材は第２の弾性ア
ームと、該第２の弾性アームに配置される第２の係合部とを含み、該第２の係合部は前記
第４の部品の第１の部分及び第２の部分のいずれかと係合するように構成され、
　前記ケーブル管理装置は、前記第４の部品に対して枢結される第２の連結部材を含み、
該第２の連結部材は前記ケーブル管理装置を前記第２のレールに取り付けるように構成さ
れている、請求項３に記載の連結アセンブリ。
【請求項５】
　前記ケーブル管理装置は支持部材、取り付けベース及び第３の連結部材を含み、
　前記支持部材は前記第１のケーブル管理アーム及び前記第２のケーブル管理アームのう
ちの一方を支持するように構成され、
　前記取り付けベースは前記支持部材に接続される支持ベースに配置され、
　前記第３の連結部材は前記取り付けベースに対して変位可能であり、
　前記取り付けベースは第３のガイド部を含み、前記第３の連結部材は第３の突起を備え
、前記第３の連結部材を前記取り付けベースに対して限られた範囲で変位できるようにす
るために該第３の突起は該第３のガイド部の一部に位置し、
　前記連結アセンブリは別のスライドレールアセンブリをさらに含み、該別のスライドレ
ールアセンブリは第３のレール及び第４のレールを含み、該第４のレールは該第３のレー
ルに対して変位可能であり、
　前記第３の連結部材は前記第３のレールに連結されるように構成されている、請求項１
に記載の連結アセンブリ。
【請求項６】
　第１のケーブル管理アームと、
　前記第１のケーブル管理アームに対して可動な第２のケーブル管理アームと、
　前記第１のケーブル管理アームに対して枢結される第１の部品と、
　前記第１の部品に対して第１の位置及び第２の位置のいずれかに変位可能な第２の部品
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と、
　前記第１の部品及び前記第２の部品のうちの一方に配置される第１の係合部材であって
、該第１の係合部材は前記第１の部品及び前記第２の部品のうちの他方と係合し、それに
より前記第２の部品を前記第１の部品に対して前記第１の位置及び前記第２の位置のうち
の１つで維持するように構成されている、第１の係合部材と、
　を含むケーブル管理装置であって、
　前記第２の部品が前記第１の部品に対して前記第１の位置にある場合、前記第２の部品
及び前記第１の部品は第１の長さを定義し、
　前記第２の部品が前記第１の部品に対して前記第２の位置にある場合、前記第２の部品
及び前記第１の部品は前記第１の長さとは異なる第２の長さを定義し、
　前記第１の部品はガイド部を含み、前記第２の部品は突起を備え、前記第２の部品を前
記第１の部品に対して限られた範囲で変位できるようにするために該突起は該ガイド部の
一部に位置し、該ガイド部はスロット又は細長い溝であり、前記第１の位置及び前記第２
の位置は前記限られた範囲の両端に対応する、ケーブル管理装置。
【請求項７】
　前記ケーブル管理装置は前記第２の部品に配置される第１の連結部材をさらに含み、該
第１の連結部材は前記ケーブル管理装置を第１の対象物体に取り付けるように構成されて
いる、請求項６に記載のケーブル管理装置。
【請求項８】
　前記第２のケーブル管理アームに対して枢結される第３の部品と、
　前記第３の部品に対して変位可能な第４の部品と、
　をさらに含み、
　前記第４の部品が前記第３の部品に対して変位された後で異なる位置に到達した場合、
前記第４の部品及び前記第３の部品は異なる長さを定義する、請求項６に記載のケーブル
管理装置。
【請求項９】
　前記第３の部品及び前記第４の部品のうちの一方に配置される第２の係合部材をさらに
含み、
　前記第２の係合部材は前記第３の部品及び前記第４の部品のうちの他方と係合し、それ
により前記第４の部品を前記第３の部品に対して複数の異なる位置のうちの１つで維持す
るように構成され、
　前記ケーブル管理装置は前記第４の部品に配置される第２の連結部材をさらに含み、該
第２の連結部材は前記ケーブル管理装置を第２の対象物体に取り付けるように構成されて
いる、請求項８に記載のケーブル管理装置。
【請求項１０】
　支持部材、取り付けベース及び第３の連結部材をさらに含み、
　前記支持部材は前記第１のケーブル管理アーム及び前記第２のケーブル管理アームのう
ちの一方を支持するように構成され、
　前記取り付けベースは前記支持部材に対して枢結され、
　前記第３の連結部材は前記取り付けベースに対して変位可能であり、
　前記第３の連結部材は前記ケーブル管理装置を第３の対象物体に取り付けるように構成
されている、請求項６に記載のケーブル管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はケーブル管理装置に関し、より具体的にはスライドレールと共に用いるための
ケーブル管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電子機器用のラックシステムは、電子機器が一対のスライドレールアセンブリ
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を通じてラックに取り付けられるとともに、スライドレールアセンブリのスライドレール
を通じてラックから引き出すこと及びラック内に押し戻すことができように設計されてい
る。電子機器はケーブル有しているため、それらのケーブルを支持するのに又は整理する
のにケーブル管理装置が必要になり得る。
【０００３】
　例えば、特許文献１にはケーブル管理アームとラックとの間に接続される調節可能なブ
ラケット装置が開示されている。特許文献１に添付の図５に示されるように、所定の長さ
のケーブル管理アーム（３０）は、位置決めプレート（５１）及び固定部材（５２）を通
じてシャーシ（２０）及び調節可能なブラケット（４０）に取り付けることにより又はよ
り具体的には調節可能なブラケット（４０）の後方位置（ａ）に選択的に配置することに
より深さが比較的小さいラック（１０）に適用できる。ケーブル管理アーム（３０）は、
調節可能なブラケット（４０）の前方位置（ｂ）に選択的に配置することにより深さが比
較的大きいラック（１０’）にも適用できる。そのため、調節可能なブラケット（４０）
により、ケーブル管理アーム（３０）を深さの異なるラックに適用することができる。別
の例として、特許文献２にはケーブル管理アームのための調節装置が開示されている。ケ
ーブル管理アーム（２０）は２つの調節装置（１６、１８）を通じてラックの２つのポス
ト（２２、２４）に接続されている。２つの調節装置（１６、１８）は、深さの異なるラ
ックにケーブル管理アーム（２０）を適合するために長さを調節することができる。特許
文献１及び２の開示内容は参照により本願に組み込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６７１５７１８号明細書
【特許文献２】米国特許第９２８１６７６号明細書
【特許文献３】米国特許第９６３５９４２号明細書
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、連結長さが可変（variable　coupling　length）の連結アセンブリのケーブ
ル管理装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、連結アセンブリはスライドレールアセンブリと、ケーブル管
理装置とを含む。スライドレールアセンブリは第１のレール及び第２のレールを含み、第
２のレールは第１のレールに対して変位可能である。ケーブル管理装置は第１のケーブル
管理アームと、第２のケーブル管理アームと、第１の部品と、第２の部品と、第１の係合
部材とを含む。第２のケーブル管理アームは第１のケーブル管理アームに対して枢結され
る。第１の部品は第１のケーブル管理アームに対して枢結される。第２の部品は第１の部
品に対して変位可能である。第１の係合部材は第１の部品及び第２の部品のうちの一方に
配置され、第１の部品及び第２の部品のうちの他方と係合し、それにより第２の部品を第
１の部品に対して複数の異なる位置の１つで維持するように構成されている。
【０００７】
　第１の部品は第１のガイド部を含み、第２の部品は第１の突起を備えることが好ましい
。第２の部品を第１の部品に対して限られた範囲で変位できるようにするために第１の突
起は第１のガイド部の一部に位置する。
【０００８】
　第１のガイド部はスロット又は細長い溝であることが好ましい。
【０００９】
　第１の部品及び第２の部品は通路を通じて互いに対して取り付けられることが好ましい
。
【００１０】
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　第１の係合部材は第１の部品に配置され、第１の弾性アームと第１の係合部とを含み、
第１の係合部は第１の弾性アームに配置され、第２の部品の第１の部分及び第２の部分の
いずれかと係合するように構成されることが好ましい。
【００１１】
　ケーブル管理装置は第１の連結部材を含み、第１の連結部材は第２の部品に対して枢結
されるとともに、ケーブル管理装置を第１のレールに取り付けるように構成されているこ
とが好ましい。
【００１２】
　ケーブル管理装置は、第３の部品と、第４の部品と、第２の係合部材とを含む。第３の
部品は第２のケーブル管理アームに対して枢結される。第４の部品は第３の部品に対して
変位可能である。第２の係合部材は第３の部品及び第４の部品のうちの一方に配置され、
第３の部品及び第４の部品のうちの他方と係合し、それにより第４の部品を第３の部品に
対して複数の異なる位置のうちの１つで維持するように構成されていることが好ましい。
【００１３】
　第３の部品は第２のガイド部を含み、第４の部品は第２の突起を備えることが好ましい
。第４の部品を第３の部品に対して限られた範囲で変位できるようにするために第２の突
起は第２のガイド部の一部に位置する。
【００１４】
　第２のガイド部はスロット又は細長い溝であることが好ましい。
【００１５】
　第３の部品及び第４の部品は通路を通じて互いに対して取り付けられることが好ましい
。
【００１６】
　第２の係合部材は第３の部品に配置され、第２の弾性アームと、第２の係合部とを含み
、第２の係合部は第２の弾性アームに配置され、第４の部品の第１の部分及び第２の部分
のいずれかと係合するように構成されることが好ましい。
【００１７】
　ケーブル管理装置は第２の連結部材を含み、第２の連結部材は第４の部品に対して枢結
されるとともに、ケーブル管理装置を第２のレールに取り付けるように構成されているこ
とが好ましい。
【００１８】
　ケーブル管理装置は支持部材、取り付けベース及び第３の連結部材を含むことが好まし
い。支持部材は第１のケーブル管理アーム及び第２のケーブル管理アームのうちの一方を
支持するように構成されている。取り付けベースは支持部材に配置される。第３の連結部
材は取り付けベースに対して変位可能である。
【００１９】
　取り付けベースは第３のガイド部を含み、第３の連結部材は第３の突起を備えることが
好ましい。第３の連結部材を取り付けベースに対して限られた範囲で変位できるようにす
るために第３の突起は第３のガイド部の一部に位置する。
【００２０】
　連結アセンブリは別のスライドレールアセンブリをさらに含み、該別のスライドレール
アセンブリは第３のレール及び第４のレールを含むことが好ましい。第４のレールは第３
のレールに対して変位可能であり、第３の連結部材は第３のレールに連結されるように構
成されている。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、ケーブル管理装置は第１のケーブル管理アームと、第２の
ケーブル管理アームと、第１の部品と、第２の部品とを含む。第２のケーブル管理アーム
は第１のケーブル管理アームに対して可動である。第１の部品は第１のケーブル管理アー
ムに対して枢結される。第２の部品は第１の部品に対して第１の位置及び第２の位置のい
ずれかに変位可能である。第２の部品が第１の部品に対して第１の位置にある場合、第２
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の部品及び第１の部品は第１の長さを定義する。第２の部品が第１の部品に対して第２の
位置にある場合、第２の部品及び第１の部品は第１の長さとは異なる第２の長さを定義す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るケーブル管理装置の分解斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係るケーブル管理装置の組み立て斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係るケーブル管理装置のある部品を別の部品に対し
て第１の位置に変位させて該位置で維持することができるのを示す概略斜視図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係るケーブル管理装置の第１の部品を第２の部品に
対して第２の位置に変位させて該位置で維持することができるのを示す概略斜視図である
。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係るケーブル管理装置の連結部材を取り付けベース
に対して第１の位置に変位させて該位置で維持することができるのを示す概略斜視図であ
る。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係るケーブル管理装置の連結部材を取り付けベース
に対して第２の位置に変位させて該位置で維持することができるのを示す概略斜視図であ
る。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に係るケーブル管理装置が連結される一対のスライ
ドレールアセンブリのスライドレールを通じて電子機器をラックから引き出す状態を示す
概略斜視図である。
【図８】図８は、スライドレールアセンブリのスライドレールを通じて電子機器をラック
内に押し戻す状態を示す概略斜視図であり、ケーブル管理装置は第１の状態にある。
【図９】図９は、スライドレールアセンブリのスライドレールを通じて電子機器をラック
内に押し戻す状態を示す概略斜視図であり、ケーブル管理装置は第２の状態にある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１及び図２を参照して、本発明の一実施形態に係るケーブル管理装置２０は第１のケ
ーブル管理アーム２２、第２のケーブル管理アーム２４、第１の部品２６及び第２の部品
２８を含む。ケーブル管理装置２０は第１の係合部材３０及び第１の連結部材３２をさら
に含むことが好ましい。
【００２４】
　第１のケーブル管理アーム２２は第１の端部２２ａと、第１の端部２２ａから離れた第
２の端部２２ｂとを含む。
【００２５】
　第２のケーブル管理アーム２４は第１のケーブル管理アーム２２に対して動かすことが
できる。第２のケーブル管理アーム２４は第１の端部２４ａと、第１の端部２４ａから離
れた第２の端部２４ｂとを含む。より具体的には、第２のケーブル管理アーム２４は第１
のケーブル管理アーム２２に対して枢結されている。例えば、第２のケーブル管理アーム
２４は、第１のケーブル管理アーム２２の第２の端部２２ｂに隣接する位置で第１のケー
ブル管理アーム２２に枢結されている。より具体的には、第２のケーブル管理アーム２４
の第２の端部２４ｂと、第１のケーブル管理アーム２２の第２の端部２２ｂとが互いに枢
結されている。ここでは、一例として、枢結ベース３４が第１のケーブル管理アーム２２
の第２の端部２２ｂ及び第２のケーブル管理アーム２４の第２の端部２４ｂに２つのシャ
フト３６ａ、３６ｂをそれぞれ通じて枢結されている。第１のケーブル管理アーム２２、
第２のケーブル管理アーム２４及び枢結ベース３４のうちの１つはケーブル収容部３７を
備えることが好ましい。ここでは、一例として、第１のケーブル管理アーム２２、第２の
ケーブル管理アーム２４及び枢結ベース３４のそれぞれが少なくとも１つのケーブル収容
部３７を備える。
【００２６】
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　第１の部品２６は第１のケーブル管理アーム２２に対して枢結され、枢結は直接又は間
接的になされ得る。ここでは、一例として、第１の部品２６は、第１の枢結要素３８を通
じて第１のケーブル管理アーム２２の第１の端部２２ａに隣接する位置で第１のケーブル
管理アーム２２に枢結されている。
【００２７】
　第２の部品２８は第１の部品２６に対して変位可能である。第２の部品２８及び第１の
部品２６は通路４０を通じて互いに対して可動に取り付けられることが好ましい。ここで
は、一例として、第２の部品２８は第１の壁４２ａ、第２の壁４２ｂ及び第１の壁４２ａ
と第２の壁４２ｂとの間に接続される中間壁４４を含み、第２の部品２８の第１の壁４２
ａ、第２の壁４２ｂ及び中間壁４４は第１の部品２６を収容するための通路４０を共に定
義する。第１の部品２６は第１のガイド部４６を含み、第２の部品２８は第１の突起４８
を追加で備えるか又は第１の突起４８と一体的に形成されていることが好ましい。第１の
突起４８は第１のガイド部４６の一部に位置するため、第２の部品２８は第１の部品２６
に対して限られた範囲で変位可能である。本実施形態では、第１のガイド部４６は境界を
有する細長い溝又はスロットであり、第１の突起４８は本体４８ａ及び頭部４８ｂを含む
。本体４８ａは第１のガイド部４６の一部を通って第２の部品２８に接続される。頭部４
８ｂは本体４８ａよりも大きく、第１の部品２６の一方側で止められている。しかしなが
ら、実際には、第１のガイド部４６及び第１の突起４８は必ずしも上記のように構成され
ている必要はない。例えば、第１の突起４８は上記のような構成に代えてリブとして形成
されてもよい。
【００２８】
　第１の係合部材３０は第１の部品２６及び第２の部品２８のうちの一方に配置される。
ここでは、一例として、第１の係合部材３０は第１の部品２６に配置される。第１の係合
部材３０は第１の部品２６及び第２の部品２８のうちの他方と係合するように構成されて
いる。ここでは、一例として、第１の係合部材３０は第２の部品２８と係合するように構
成されている。第１の係合部材３０は第１の固定部３０ａ、第１の弾性アーム３０ｂ及び
第１の係合部３０ｃを含むことが好ましい。第１の固定部３０ａは第１の部品２６に接続
される。第１の弾性アーム３０ｂは第１の固定部３０ａから延びる。第１の係合部３０ｃ
は第１の弾性アーム３０ｂに配置され、第１の係合部３０ｃは例えば、第２の部品２８の
複数の異なる部分のいずれか１つと係合するための突出ブロック又はフックである。例え
ば、第１の係合部３０ｃは第２の部品２８の第１の部分２８ａ又は第２の部分２８ｂと係
合するように構成され、第１の部分２８ａ及び第２の部分２８ｂは孔又は溝であることが
好ましい。
【００２９】
　第１の連結部材３２は第２の部品２８に配置される。本実施形態では、第１の連結部材
３２は第２の部品２８に対して枢結される。例えば、第１の連結部材３２は、第２の部品
２８の端部に隣接する位置で、第２の枢結要素５０を通じて第２の部品２８に枢結される
。しかしながら、実際には、第１の連結部材３２は必ずしもそのように接続されている必
要はない。
【００３０】
　ケーブル管理装置２０は第３の部品５２、第４の部品５４及び第２の係合部材５６をさ
らに含むことが好ましい。ケーブル管理装置２０は第２の連結部材５８をさらに含むこと
が好ましい。
【００３１】
　第３の部品５２は第２のケーブル管理アーム２４に対して枢結され、枢結は直接又は間
接的になされ得る。限定ではなく一例として、ここでは第３の部品５２は第２のケーブル
管理アーム２４の第１の端部２４ａに隣接する位置で、第３の枢結要素６０を通じて第２
のケーブル管理アーム２４に枢結されている。
【００３２】
　第４の部品５４は第３の部品５２に対して変位可能である。第４の部品５４及び第３の
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部品５２は、通路６２を通じて互いに対して可動に取り付けられることが好ましい。ここ
では、一例として、第４の部品５４は第１の壁６４ａ、第２の壁６４ｂ及び第１の壁６４
ａと第２の壁６４ｂとの間に接続される中間壁６６を含み、第４の部品５４の第１の壁６
４ａ、第２の壁６４ｂ及び中間壁６６は第３の部品５２を収容するための通路６２を共に
定義する。第３の部品５２は第２のガイド部６８を含み、第４の部品５４は第２の突起７
０を追加で備えるか又は第２の突起７０と一体的に形成されていることが好ましい。第２
の突起７０は第２のガイド部６８の一部に位置するため、第４の部品５４は第３の部品５
２に対して限られた範囲で変位可能である。本実施形態では、第２のガイド部６８は境界
を有する細長い溝又はスロットであり、第２の突起７０は本体７０ａ及び頭部７０ｂを含
む。本体７０ａは第２のガイド部６８の一部を通って第４の部品５４に接続される。頭部
７０ｂは本体７０ａよりも大きく、第３の部品５２の一方側で止められている。しかしな
がら、実際には、第２のガイド部６８及び第２の突起７０は必ずしも上記のように構成さ
れている必要はない。例えば、第２の突起７０は上記のような構成に代えてリブとして形
成されてもよい。
【００３３】
　第２の係合部材５６は第３の部品５２及び第４の部品５４のうちの一方に配置される。
ここでは、一例として、第２の係合部材５６は第３の部品５２に配置される。第２の係合
部材５６は第３の部品５２及び第４の部品５４のうちの他方と係合するように構成されて
いる。ここでは、一例として、第２の係合部材５６は第４の部品５４と係合するように構
成されている。第２の係合部材５６は第２の固定部５６ａ、第２の弾性アーム５６ｂ及び
第２の係合部５６ｃを含むことが好ましい。第２の固定部５６ａは第３の部品５２に接続
される。第２の弾性アーム５６ｂは第２の固定部５６ａから延びる。第２の係合部５６ｃ
は第２の弾性アーム５６ｂに配置され、第２の係合部５６ｃは例えば、第４の部品５４の
複数の異なる部分のいずれか１つと係合するための突出ブロック（又はフック）である。
例えば、第２の係合部５６ｃは第４の部品５４の第１の部分５４ａ又は第２の部分５４ｂ
と係合するように構成され、第１の部分５４ａ及び第２の部分５４ｂは好ましくは孔又は
溝である。
【００３４】
　第２の連結部材５８は第４の部品５４に配置される。本実施形態では、第２の連結部材
５８は第４の部品５４に対して枢結される。例えば、第２の連結部材５８は第４の部品５
４の端部に隣接する位置で、第４の枢結要素７２を通じて第４の部品５４に枢結される。
しかしながら、実際には、第２の連結部材５８は必ずしもそのように接続されている必要
はない。
【００３５】
　ケーブル管理装置２０は支持部材７４、取り付けベース７６及び第３の連結部材７８を
さらに含むことが好ましい。
【００３６】
　支持部材７４は所定の長さを有するとともに、第１のケーブル管理アーム２２及び第２
のケーブル管理アーム２４のうちの一方を支持するために、第１のケーブル管理アーム２
２及び第２のケーブル管理アーム２４の下で可動に配置される。ここでは、一例として、
支持部材７４は枢結ベース３４の底部に接続される。取り付けベース７６は取り付け部材
８１を通じて支持ベース７５に枢結される。支持ベース７５は支持部材７４に接続される
。第３の連結部材７８は取り付けベース７６に対して変位可能である。取り付けベース７
６は少なくとも１つの第３のガイド部８０を含み、第３の連結部材７８は少なくとも１つ
の第３の突起８２を追加で備えるか又は少なくとも１つの第３の突起８２と一体的に形成
されていることが好ましい。少なくとも１つの第３の突起８２は少なくとも１つの第３の
ガイド部８０の一部に位置するため、第３の連結部材７８は取り付けベース７６に対して
限られた範囲で変位可能である。本実施形態では、少なくとも１つの第３のガイド部８０
は境界を有する細長い溝又はスロットであり、少なくともに１つの第３の突起８２は本体
８２ａ及び頭部４８ｂを含む。本体８２ａは少なくとも１つの第３のガイド部８０の一部
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を通って第３の連結部材７８に接続される。頭部８２ｂは本体８２ａよりも大きく、取り
付けベース７６の一方側で止められている。しかしながら、実際には、少なくとも１つの
第３のガイド部８０及び少なくとも１つの第３の突起８２は必ずしも上記のように構成さ
れている必要はない。例えば、少なくとも１つの第３の突起８２は上記のような構成に代
えてリブとして形成されてもよい。
【００３７】
　ケーブル管理装置２０は第３の係合部材８４をさらに含むことが好ましい。第３の係合
部材８４は取り付けベース７６及び第３の連結部材７８のうちの一方に配置される。ここ
では、一例として、第３の係合部材８４は取り付けベース７６に配置される。第３の係合
部材８４は取り付けベース７６及び第３の連結部材７８のうちの他方と係合するように構
成されている。ここでは、一例として、第３の係合部材８４は第３の連結部材７８と係合
するように構成されている。第３の係合部材８４は第３の固定部８４ａ、第３の弾性アー
ム８４ｂ及び第３の係合部８４ｃを含むことが好ましい。第３の固定部８４ａは取り付け
ベース７６に接続される。第３の弾性アーム８４ｂは第３の固定部８４ａから延びる。第
３の係合部８４ｃは第３の弾性アーム８４ｂに配置され、第３の係合部８４ｃは例えば、
第３の連結部材７８の複数の異なる部分のいずれか１つと係合するための突出ブロック（
又はフック）である。例えば、第３の係合部８４ｃは第３の連結部材７８の少なくとも１
つの第１の部分７８ａ又は少なくとも１つの第２の部分７８ｂと係合するように構成され
、少なくとも１つの第１の部分７８ａ及び少なくとも１つの第２の部分２８ｂは孔又は溝
であることが好ましい。なお、取り付けベース７６、第１の部品２６及び第３の部品５２
の全ては枢動可能であり、同じ方向に向けることができる。
【００３８】
　図２に示すように、第２の部品２８は（第１の連結部材３２と共に）第１の部品２６に
対して、対応する第１の位置Ｐ１に到達でき（図３も参照）、第４の部品５４は（第２の
連結部材５８と共に）第３の部品５２に対して、対応する第１の位置Ｐ１に到達でき、第
３の連結部材７８は取り付けベース７６に対して、対応する第１の位置Ｐ１に到達できる
。
【００３９】
　図３及び図４に示すように、第２の部品２８は（第１の連結部材３２と共に）第１の部
品２６に対して、対応する第１の位置Ｐ１から対応する第２の位置Ｐ２に変位できる。同
様に、第４の部品５４は（第２の連結部材５８と共に）第３の部品５２に対して、図２に
おける対応する第１の位置Ｐ１から対応する第２の位置（図示せず）に変位できる。
【００４０】
　第１の係合部材３０は第２の部品２８と係合して、第２の部品２８（及び第１の連結部
材３２）を第１の部品２６に対して複数の異なる位置のうちの１つで維持することができ
る。例えば、第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）が第１の部品２６に対して、対
応する第１の位置Ｐ１にある場合、第１の係合部材３０の第１の係合部３０ｃを第２の部
品２８の第１の部分２８ａと係合させて、図３に示すように第２の部品２８を対応する第
１の位置Ｐ１で維持することができ、第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）が第１
の部品２６に対して対応する第２の位置Ｐ２にある場合、第１の係合部材３０の第１の係
合部３０ｃを第２の部品２８の第２の部分２８ｂと係合させて、図４に示すように第２の
部品２８を対応する第２の位置Ｐ２で維持することができる。
【００４１】
　なお、第２の部品２８が第１の部品２６に対して対応する第１の位置Ｐ１にある場合、
第２の部品２８及び第１の部品２６は第１の長さＬ１を定義する（図３参照）。ここでは
、第１の連結部材３２が第２の部品２８に配置されているため、第１の連結部材３２、第
１の長さＬ１は一例として第１の連結部材３２の前端と第１の部品２６の後端の間に延び
るものとして示す。同様に、第２の部品２８が第１の部品２６に対して対応する第２の位
置Ｐ２にある場合、第２の部品２８及び第１の部品２６は第２の長さＬ２を定義し（図４
参照）、第２の長さＬ２は第１の長さＬ１とは異なる。ここでは、第１の連結部材３２が
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第２の部品２８に配置されているため、第２の長さＬ２は一例として第１の連結部材３２
の前端と第１の部品２６の後端との間に延びるものとして示し、第２の長さＬ２は第１の
長さＬ１よりも大きい。
【００４２】
　同様に、図１及び図２に示すように、第２の係合部材５６の第２の係合部５６ｃを第４
の部品５４の第１の部分５４ａ又は第２の部分５４ｂと係合させて第４の部品５４（及び
第２の連結部材５８）を対応する第１の位置Ｐ１又は対応する第２の位置で維持でき、第
４の部品５４及び第３の部品５２は、第４の部品５４が第３の部品５２に対して対応する
第１の位置Ｐ１から対応する第２の位置に及び対応する第２の位置から対応する第１の位
置Ｐ１にそれぞれに到達した場合に異なる長さを定義する。
【００４３】
　図２と共に図５及び図６を参照して、第３の連結部材７８は取り付けベース７６に対し
て対応する第１の位置Ｐ１から対応する第２の位置Ｐ２に変位させることができる。第３
の連結部材７８が対応する第１の位置Ｐ１にある場合、第３の係合部材８４の第３の係合
部８４ｃを第３の連結部材７８の少なくとも１つの第１の部分７８ａと係合させて第３の
連結部材７８を対応する第１の位置Ｐ１で維持することができ、それにより第３の連結部
材７８の前端と取り付けベース７６の後端との間で第１の長さＥ１が定義される。第３の
連結部材７８が対応する第２の位置Ｐ２にある場合、第３の係合部材８４の第３の係合部
８４ｃを第３の連結部材７８の少なくとも１つの第２の部分７８ｂと係合させて第３の連
結部材７８を対応する第１の位置Ｐ２で維持することができ、それにより第３の連結部材
７８の前端と取り付けベース７６の後端との間で第２の長さＥ２が定義される。第２の長
さＥ２は第１の長さＥ１とは異なる。ここでは、第２の長さＥ２は第１の長さＥ１よりも
大きい。
【００４４】
　図７は、ケーブル管理装置２０、第１のスライドレールアセンブリ８６（特許請求の範
囲ではスライドレールアセンブリと言う）及び第２のスライドレールアセンブリ８８（特
許請求の範囲では別のスライドレールアセンブリと言う）を含むラックシステムを示す。
ケーブル管理装置２０及び第１のスライドレールアセンブリ８６は、連結アセンブリを構
成する。第１のスライドレールアセンブリ８６は第１のレール９０と、第１のレール９０
に対して長手方向に変位可能な第２のレール９２とを含む。第１のレール９０は、例えば
ラックの第１のポスト９４ａ及び第２のポスト９４ｂに固定され、第２のレール９２は第
１のレール９０に対して変位させることができる。第１のスライドレールアセンブリ８６
は、第１のレール９０に対して第２のレール９２を変位させることができる距離を増やす
ために第１のレール９０と第２のレール９２との間で可動に取り付けられる中間レール９
６をさらに含むことが好ましい。同様に、第２のスライドレールアセンブリ８８は第３の
レール９８及び第４のレール１００を含み、第３のレール９８は、例えばラックの別の第
１のポスト９４ｃ及び別の第２のポスト９４ｄに固定され、第４のレール１００は第３の
レール９８に対して変位させることができる。
【００４５】
　ケーブル管理装置２０の第１のケーブル管理アーム２２は、第１の連結部材３２を通じ
て第１の対象物体に連結される。ここでは、第１の対象物体は第１のスライドレールアセ
ンブリ８６の第１のレール９０、例えば限定されないが第１のレール９０の後端である。
あるいは、第１の対象物体は第２のポスト９４ｂ、ブラケット又は第１のケーブル管理ア
ーム２２を取り付け可能な他の物体であってもよい。第２のケーブル管理アーム２４は、
第１のスライドレールアセンブリ８６の第２のレール９２等の第２の対象物体に連結され
る。ここでは、第２のケーブル管理アーム２４は、第２の連結部材５８を通じて第１のス
ライドレールアセンブリ８６の第２のレール９２に（例えば、限定されないが第２のレー
ル９２の後端部に）連結される。あるいは、第２の対象物体は（以下でさらに説明するよ
うに）電子機器、（以下でさらに説明するように）シャーシ又は他の可動物体であっても
よい。加えて、支持部材７４は、互いに対して伸縮可能な第１の支持部７４ａ及び第２の
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支持部７４ｂを含む。図７に示すように（図２も参照されたい）、第３の連結部材７８は
第２のスライドレールアセンブリ８８の第３のレール９８等の第３の対象物体に連結され
る。
【００４６】
　ここでは、第３の連結部材７８は第３のレール９８の後端部に連結されているが、実際
には、第３の連結部材７８は第３のレール９８の後端部に代えて第２のポスト９４ｄ、ブ
ラケット又は第３の連結部材７８を取り付け可能な他の物体に連結されてもよい。
【００４７】
　第１のスライドレールアセンブリ８６と第２のスライドレールアセンブリ８８との間に
電子機器１０２（又はシャーシ）が取り付けられる。電子機器は、第２のレール９２及び
第４のレール１００を通じてラック内からラック外へと第１の方向Ｄ１に引き出し、ラッ
クの外に変位させることができる。このプロセスの間、第１のスライドレールアセンブリ
８６の第２のレール９２（又は電子機器１０２）が第１の方向Ｄ１に変位されることに対
応して第２のケーブル管理アーム２４は第１のケーブル管理アーム２２に対して開かれる
。電子機器１０２の後ろから出るケーブルを受容するのにケーブル収容部３７を用いるこ
とができる（当業者であればどのようにしてケーブルをケーブル収容部３７に受容するか
分かるため、この点についてのさらなる説明は簡潔性のための省略する）。また、支持部
材７４は第１のケーブル管理アーム２２又は第２のケーブル管理アーム２４を支持できる
。
【００４８】
　図８に示すように、電子機器１０２はラック外からラック内へと第２の方向Ｄ２に押し
込むことができる。このプロセスの間、第２のケーブル管理アーム２４は、第１のスライ
ドレールアセンブリ８６（又は電子機器１０２）が第２の方向Ｄ２に変位されるのに対応
して第１のケーブル管理アーム２２に近づけられる（又は第１のケーブル管理アーム２２
に対して閉じられる）。支持部材７４が第１のケーブル管理アーム２２又は第２のケーブ
ル管理アーム２４を支持する。
【００４９】
　より具体的には、図８の第１のケーブル管理アーム２２は第２のケーブル管理アーム２
４に対して閉じた状態にある。第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）が第１の部品
２６に対して対応する第１の位置Ｐ１にある場合、第４の部品５４（及び第２の連結部材
５８）は第３の部品５２に対して対応する第１の位置Ｐ１にあり及び／又は第３の連結部
材７８は取り付けベース７６に対して対応する第１の位置Ｐ１にあり、電子機器１０２の
後ろ側とケーブル管理装置２０（の第２のケーブル管理アーム２４）との間に第１の空間
Ｓ１が定義される。しかしながら、第１の空間Ｓ１は電子機器１０２の後ろから出るケー
ブルにとって十分大きくないか又は技術者がケーブルを容易に配置するには狭すぎること
がある。
【００５０】
　図９も、第２のケーブル管理アーム２４に対して閉じた状態にある第１のケーブル管理
アーム２２を示すが、ケーブル管理装置２０の連結長さ（即ち、ケーブル管理装置２０と
スライドレールアセンブリ８６、８８との間の連結長さ）を大きくすることにより、又は
より具体的には第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）を第１の部品２６に対して対
応する第２の位置Ｐ２に変位させ、第４の部品５４（及び第２の連結部材５８）を第３の
部品５２に対して対応する第２の位置Ｐ２に変位させ、及び／又は第３の連結部材７８を
取り付けベース７６に対して対応する第２の位置Ｐ２に変位させることにより、電子機器
２０の後ろ側とケーブル管理装置２０（の第２のケーブル管理アーム２４）との間で第１
の空間Ｓ１よりも大きい第２の空間Ｓ２が定義されている。第２の空間Ｓ２は電子機器１
０２の後ろから出るケーブルのために大きいな空間を提供し、ケーブルに係る作業をより
容易にする。例えば、第２の空間Ｓ２により、技術者はケーブルを容易に配置することが
できる。
【００５１】
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　上述の連結アセンブリ及びそのケーブル管理装置は下記の特徴を有することが好ましい
。
【００５２】
　１）ケーブル管理装置２０は、第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）を第１の部
品２６に対して位置をシフトさせ、第４の部品５４（及び第２の連結部材５８）を第３の
部品５２に対して位置をシフトさせ及び／又は第３の連結部材７８を取り付けベース７６
に対して位置をシフトさせることを可能にする機構（より具体的には格納機構）を有する
ため、ケーブル管理装置２０の連結長さを変更して空間に係る問題を解消できる。
【００５３】
　２）第２の部品２８（及び第１の連結部材３２）を第１の部品２６に対して適所で維持
するために第１の係合部材３０を用いることができ、第４の部品５４（及び第２の連結部
材５８）を第３の部品５２に対して適所で維持するために第２の係合部材５６を用いるこ
とができ、第３の連結部材３７８を取り付けベース７６に対して適所で維持するために第
３の係合部材８４を用いることができる。
【００５４】
　３）上記の調節可能な設計により、本発明はサイズの異なる、例えば深さの異なるシャ
ーシに適合できる。
【００５５】
　上述した好ましい実施形態を通じて本発明を開示してきたが、係る実施形態は本発明の
範囲を限定することを意図したものではない。出願人が求める特許の保護範囲は添付の特
許請求の範囲によって定義される。
【符号の説明】
【００５６】
２０　ケーブル管理装置
２２　第１のケーブル管理アーム
２４　第２のケーブル管理アーム
２６　第１の部品
２８　第２の部品
３０　第１の係合部材
３２　第１の連結部材
３４　枢結ベース
３６ａ、３６ｂ　シャフト
３８　第１の枢結要素
４０　通路
４２　壁
４４　中間壁
４６　第１のガイド部
４８　第１の突起
５０　第２の枢結要素
５２　第３の部品
５４　第４の部品
５６　第２の係合部材
５８　第２の連結部材
６０　第３の枢結要素
６２　通路
６４　壁
６６　中間壁
６８　第２のガイド部
７０　第２の突起
７２　第４の枢結要素
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７４　支持部材
７６　取り付けベース
７８　第３の連結部材
８０　第３のガイド部
８２　第３の突起
８４　第３の係合部材
８６　第１のスライドレールアセンブリ
８８　第２のスライドレールアセンブリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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